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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第１項 

及び第 14 条第２項に基づく届出の基準等について（一部改正） 

 

新型コロナウイルス感染症に関しては、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律第 12 条第１項及び第 14 条第２項に基づく届出の基準等について（一部改

正）」（令和２年２月４日付け健感発 0204 第１号厚生労働省健康局結核感染症課長通知。

以下「届出通知」という。）において、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律（平成 l0年法律第 l14 号。以下「法」という。）第 12条第１項及び第 14 条第２

項に基づく届出の基準等をお示ししたところです。 

今般、新型コロナウイルス感染症に関する現時点の知見及び検査方法の開発状況等に鑑

み、届出通知における新型コロナウイルス感染症について別紙のとおり改正することとし

ました。当該改正の概要等については、下記のとおりですので、御了知いただくとともに、

貴管内市町村、関係機関等へ周知いただき、その実施に遺漏なきようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 届出通知の別紙における「第７ 指定感染症」の改正概要 

(ア) （２）臨床的特徴等について、症状等について 5 月 13 日時点の知見に基づき改正

した。 

 

(イ) （３）届出基準について、 

① 検査方法に「迅速診断キットによる病原体の抗原の検出」及び検査材料に「鼻

咽頭拭い液」を追加した。 

② 分離・同定による病原体の検出及び検体から直接の核酸増幅法による病原体の

遺伝子の検出の検査材料について、現時点における知見を踏まえ、病原体や病

原体の遺伝子の検出頻度の高い検体を明記した。 

なお、実際に新型コロナウイルス感染を疑う患者等に対する核酸増幅法にお



 

いて使用する検体については、引き続き、国立感染症研究所が作成している

「2019-nCoV(新型コロナウイルス)感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュア

ル」で示されている「検体送付の優先順位」に従って実施されたい。 

 

（参考）国立感染症研究所 2019-nCoV(新型コロナウイルス)感染を疑う患者の検体採取・

輸送マニュアル 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2518-lab/9325-manual.html 

 

（ウ）（４）感染が疑われる患者の要件のうち、「ＷＨＯの公表内容から」については、

流行の実態を迅速かつ柔軟に反映させるため、ＷＨＯの公表内容に限らず、「新型コ

ロナウイルス感染症の流行が確認されている地域」を示すため修正をした。 

 

（エ）（４）感染が疑われる患者の要件として、「新型コロナウイルス感染症に関する行

政検査について」（令和２年２月 27日付け厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡。

以下「２月 27 日事務連絡」という。）別紙において「１ 検査対象者」となる場合

を、新たに追加した。 

 

２ 適用日等 

令和２年５月 13 日より適用する。 

 

３ その他 

（ア）届出通知の別紙における「第７ 指定感染症」の改正により、別段の定めが必要

な場合については、別途通知等によりお知らせする。 

 

（イ）２月 27 日事務連絡は本日をもって廃止する。 

 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2518-lab/9325-manual.html

